
平成 29 年度 30

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

105,090 106,047 107,100 108,095 109,058 110,065 110,961 111,740 112,413 113,275 114,176 114,863

910,679 918,354 923,574 928,341 930,411 933,688 936,537 939,788 942,280 943,728 946,461 947,723

598,707 600,356 602,381 604,662 605,318 606,349 608,406 610,885 612,699 614,705 616,578 618,033

313,204 312,634 312,247 312,537 313,171 318,419 318,204 317,958 317,701 317,651 317,778 317,634

13,602 14,012 14,309 14,334 13,914 13,984 14,355 14,154 14,739 14,516 14,315 16,013加入者一人当たり医療費（円）

適用事業所数（件）

被保険者数（人）

平均標準報酬月額（円）

被扶養者数（人）

平成30年3月末の適用事業所数は114,863事業所（対前年同月比＋
11.1％）となっています。 

平成30年3月末の被保険者数（法第3条第2項を除く）は947,723人
（対前年同月比＋5.8％）、被扶養者数は618,033人（同+3.2％）
であり、扶養率は0.652となっています。 

被保険者のうち、任意継続被保険者数は9,171人（同△5.1％）で
被保険者全体の0.97％となっています。 

協会けんぽ神奈川支部 適用等状況 
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平成30年3月末の平均標準報酬月額は317,634円（対前年同月比 

＋0.8％）となっています。 

平成30年3月末の加入者１人当たり医療費は16,013円（対前年同月
比5.6％）となっており、うち、入院が3,987円（同＋2.9％）、入
院外（調剤分を含む。）が10,231円（同+7.2％）となっています。 

※医療費は、社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、食事療養、
訪問看護に係るもの）。 
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